様式第１１－２号
　　
介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）支給決定通知書
　
平成　　年    月    日
       　　　　       　　　 殿
                                                  　　　　    労働局長　　
　  平成　　年　　月　　日付けをもって支給申請のあった介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）は、下記のとおり支給することと決定したので通知します。
                                     記
１　支給決定日及び支給決定番号
平成　　　　年　　　　月　　　　日
第　　　　　　　　　　　　　　　号
２　支給決定内訳及び金額
	
	 　 支給の部分
（全部又は一部の別）
	     支給決定金額


	介護労働環境向上奨励金
（雇用管理制度等助成）
	
	円 


３  支給方法
  「介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）支給申請書」に記載された「希望する振込金融機関」に振り込みます。
４  注意事項
①　不正受給は犯罪です。偽りその他の不正行為により奨励金（雇用管理制度等助成）の支給を受け、または受けようとした場合は、支給決定の取消または支給金額の全額の返還(年５％の利息を加算)を求めます。また、その後一定期間、雇用保険法に基づくその他の助成金を受給出来なくなります。特に悪質なケースは、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。　　　
②　介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）の支給に関して、総勘定元帳等の書類を提出又は提示していただくことがあります。
③　介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）の全部又は一部が不支給と決定されたものについては、別途通知します。
④　関係書類は５年間保存しておいて下さい。
